
　（大阪府教育委員会）

１．授業料減免制度について　　
　　授業料減免制度は、向学心に富みながら経済的な理由により学資支払が困難な方に授業料の減額又は免除を行い、教育の機会均等を図ることを目的としています。したがって、この制度を利用しようとする方は、初心を忘れず、学業に励んでいただき、夢や希望を実現させ、地域や社会を担う人となるよう頑張ってください。

　　なお、この制度を利用されても将来の進学、就職等に不利益となることは一切ありません。また、この制度は授業料のみを対象としています。入学料、空調使用料、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金、学校諸費（修学旅行積立金等）については納入してください。

２．減免対象者及び提出書類　　
父母又は生徒が減免申請基準日時点で次のいずれかに該当する者
	減　免　対　象　者
	減　免　申　請　提　出　書　類（必須）
	判定区分

	(1)児童扶養手当を全額受給している者
	減免申請書、児童扶養手当証書（全面の写し）
	全額免除

	(2)父母ともに市町村民税所得割非課税の者
	減免申請書、平成20年度市町村民税課税証明書原本又は市町村民税徴収税額通知書（写し）又は市町村民税納税通知書(写し)
	全額免除

	(3)父母が死亡又は行方不明により、ともにいない者
	減免申請書、生徒を扶養している者が確認できる健康保険証（写し）
	全額免除

	(4)児童福祉法に基づく施設入所者
	減免申請書、在園証明書原本又は里親委託証明書原本
	全額免除

	(5)児童扶養手当を一部受給している者
(市町村民税所得割非課税の方は除く)
	減免申請書、児童扶養手当証書（全面の写し）、平成20年度市町村民税課税証明書原本又は市町村民税徴収税額通知書（写し）又は市町村民税納税通知書(写し)
	半額免除


	(6)市町村民税所得割は課税されているが、長期疾病、生業不振、失業、転職等により、その収入が著しく減少し、父母がともに学資の支弁が困難となった者
	減免申請書、平成20年度市町村民税課税証明書原本又は市町村民税徴収税額通知書（写し）又は市町村民税納税通知書(写し)、給与証明書（府教委様式）原本又は収入申告書（府教委様式）原本及び帳簿(写し) 
	全額免除

又は

不許可

	(7)天災その他不慮の災害により、父母がともに学資の支弁が困難となった者
	減免申請書、平成20年度市町村民税課税証明書原本又は市町村民税徴収税額通知書（写し）又は市町村民税納税通知書(写し)、り災証明書原本
	全額免除

又は

不許可

	(8)生活保護を受けている者であって、高等学校等就学費のうち授業料相当額について受給要件に該当しない者
	減免申請書、生活保護受給者証明書原本、高等学校等就学費のうち授業料相当額について受給要件に該当しない旨の証明書（府教委様式）原本
	全額免除


(注　意)
＊(1)から(7)に該当する者でも生活保護受給世帯は減免の対象外です。

＊減免審査のため、上記以外の書類の提出を求めることがあります。提出が無い場合、不許可となることがあります。
＊(6)の「その収入が著しく減少し、学資の支弁が困難となった者」とは、父母に市町村民税所得割が課税されている者がある場合に、課税されている者の減免申請基準日（第１次：7月1日、第２次：10月1日、第３次：1月1日）における収入見込額から地方税法に準拠して算出した市町村民税所得割が非課税である者をいいます。
＊定時制課程など生徒が独立して生計している場合、(2)(6)については父母ではなく生徒の市町村民税所得割が非課税であること。(3)については減免対象者としないので、(3)以外の減免対象者に該当すること。
＊市町村民税課税証明書等は全部の事項が記載されたものを父母2人分提出してください。　　　　　　
３．減免の期間　　　　　　　　

　　授業料の減免の期間は、許可された期からその年度の4期までです。在校生で引き続き減免を受けたい場合は再度申請が必要です。

４．授業料減免申請等の提出期限
下記の提出期限は学校を経て教育委員会への期限です。各学校で提出期限を定めていますので、各学校の定める期限内に提出してください。
なお、減免決定まで授業料の徴収猶予を希望される場合は、必ず授業料徴収猶予願の提出期限までに授業料徴収猶予願を学校に提出してください。提出がない場合には、授業料は納付していただき、減免決定後に還付することとなります。授業料納付後に徴収猶予の申請をされても猶予できませんのでご注意願います。（授業料徴収猶予願を提出しなくても減免申請することは可能です。）

	区　分
	基準日
	減免の期間
	授業料徴収猶予願
提　　出　　期　　限
	授業料減免申請書

提　出　期　限
	結果通知

	第１次

申　請
	７月１日
	１期分～４期分

(４月～３月)
	在校生　４月 ２日

新入生　４月18日
	６月30日
	８月下旬

	第２次

申　請
	10月１日
	３期分～４期分

(10月～３月)
	10月６日
	10月10日
	11月中旬

	第３次

申　請
	１月１日
	４期分

(１月～３月)
	１月８日
	１月９日
	２月中旬


５．申請書類の提出先　　　　　
　　生徒の在籍する学校へ提出してください。なお、２の減免対象者の(6)(7)に該当する者で、学校に提出することができない特別な事情がある場合には、各市町村の｢進路選択支援事業｣の窓口に提出することもできます。なお、提出書類については、申請書と同時にお渡しする「平成20年度授業料減免申請について」で十分確認した上で提出してください。
６．お問い合わせ先　　　　　　
減免について、提出書類等、不明な点があるときは、学校の事務室へお問い合わせください。
７．経過措置該当　　　　　　　
　平成18年3月31日現在減免を受けていて、平成20年度の各申請次の減免期間の直前の期分まで途切れることなく減免を受けている方で、新基準では減免に該当しない（または半額免除となる）方については、旧基準（平成17年度の減免基準）でも審査を行う経過措置を設けています。

　　経過措置対象者で、経過措置用の減免申請書を提出される方は、新基準と旧基準の両方の申請書類を提出をしていただきますので、事務室に申し出てください。

なお、全日制（多部制・単位制を除く）については、平成２０年度が経過措置適用の最終年度になります。
８．注意事項　　　　　　　　　
　【第１次で減免申請された方】

○４月２１日までに、空調使用料、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金を納入してください。
○減免審査結果が半額免除又は不許可の方は、９月２２日までに第１期分と第２期分の授業料を納入していただくこととなります。
　　　○授業料徴収猶予願を提出された方で減免申請をされなかった方は、７月２２日までに第１期分と第２期分の授業料を納入していただくこととなります。

　【第２次、第３次で減免申請された方】

○授業料徴収猶予願を提出して減免申請された方は、授業料に限り減免審査結果通知があるまで納入をお待ちください。
○減免審査結果が半額免除又は不許可の方は、授業料分を速やかに納付していただくこととなります。



大阪府立高等学校等


授　業　料　減　免　の　し　お　り





（お知らせ）


●生活保護制度の改正に伴い、平成17年度から、授業料、入学金、通学費、学用品費等、教材費等の高等学校等就学費が生活保護費の中で給付されることとなりました。これにより、生活保護受給世帯については授業料減免制度の対象者から除外しています。


●児童扶養手当法の改正に伴い、平成20年度から児童扶養手当全額受給者であっても、政令により一部を支給しないこととなっています。詳細は未定ですが、5年以上の児童扶養手当全額受給者の方は市町村民税所得割非課税の者として申請してくださるようお願いします。（平成20年1月時点）


●なお、減免事務上、必要がある場合には関係行政機関へ情報照会することがありますのでご了解願います。








